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†2024年度修了（社会経営科学プログラム）

1. はじめに

本稿は，貨物軽自動車を保有する個人事業主（以下「貨
物軽自動車運送自営業者1)2)」という。）を対象とし，これ
らの者が現行労働法規による保護の対象になり得るかを明
らかすることを目的とする。

貨物軽自動車運送自営業者は，主に大手運送会社，Eコ
マース事業者および大手スーパーと契約を締結し，それに
基づいて運送業務を請け負っている。しかし，その契約形
態は請負契約である為，業務中に負傷した場合であっても
労災認定を受けられず，また，契約解除の場面においても
労働契約と同等の保護を受けられないといった問題が発生
している。

そこで，本稿では，以下のとおり検討を進める。
まず，貨物軽自動車運送自営業者に対する労働法規上の

保護の可能性については，各労働法規における「労働者」
概念を概観したうえで，貨物軽自動車運送自営業者および
就労実態が類似する傭車運転手が当事者になった判例・裁
判例を取り上げ，その内容を検討することにより，裁判に
おいてどのように保護が図られてきたかを明らかにする。

次に，行政が示した労働者概念である労働基準法研究会
報告書3)（以下「60年報告」という。）等を参照しつつ，労
働基準法（昭和二十二年法律第四十九号。以下「労基法」
という。），労働契約法（平成十九年法律第一二八号。以下

「労契法」という。），および労働組合法（昭和二十四年法
律第百七十四号。以下「労組法」という。）における「労
働者」概念をめぐるわが国の主要な学説の状況について検
討する。

さらに，貨物軽自動車運送自営業者に対する法的保護の
在り方については，①学説における労働者性拡張の議論を
整理する。②現行法令上の対応状況を検討する。さらに，
③2024年11月1日施行の特定受託事業者に係る取引の適正
化等に関する法律（令和五年法律第二十五号，「以下「フ
リーランス新法」という。」の規定をいかに利用すること
で貨物軽自動車運送自営業者の保護が可能かを検討する。

2. 「労働者」の法的概念および貨物軽自動車
    運送自営業者の就労実態

2.1 法律によって異なる「労働者」概念
労基法は，同法による保護の対象である「労働者」を

「事業又は事業所（以下「事業」という。）に使用される
者で，賃金を支払われる者」と定義している（同法9
条）。本条の「事業」とは「業」として継続的に行われる
ものを意味する4)。「『使用』とは，指揮監督を受けて働く
こと，『賃金』とは労働の対償として使用者が支払う報酬
を指す5)。」としている。ここでの「使用者に使用され」，

「賃金を支払われる」という二つの要素（以下，併せて
「使用従属性6)」という。）が「労働者」を決める要素とさ
れている。また，労契法は，同法を適用する対象である

「労働者」を「使用者に使用されて労働し，賃金を支払わ
れている者」と定義づけている（同法2条1項）。労基法上
の「労働者」概念は，労契法上のそれより「事業」に使
用されているという要素を加える点で，より限定的なも
のである7)。もっとも，「事業」という要件を除けば，労
基法上と労契法上の「労働者」概念は同様であるので，
労基法上の「労働者」判断基準は，労契法にもあてはま
ると考えることができる。

労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号。以
下「労災保険法」という。）には労働者の定義について何の
規定も存在していない。しかし，同法の目的が労基法8章に
定める災害補償を保険することである点を踏まえると，そ
の「労働者」概念は労基法上の「労働者」と一致するもの
であり8)，判例9)においても同様の立場が採られている。

他方，労組法は3条において，「この法律で『労働者』と
は，職業の種類を問わず，賃金，給料その他これに準ずる
収入によって生活するものをいう」と定義している。

労基法・労契法上の「労働者」と労組法上の「労働者」
を比較すると，前者は「使用されること」を要件とするの
に対し，後者はこれを要件としていない。また，前者は賃
金を「支払われる」ことを要件とするのに対し，後者は賃

労働法で貨物軽自動車運送自営業者を保護する可能性労働法で貨物軽自動車運送自営業者を保護する可能性

椎橋 庸二†

Yoji Shiibashi

Possibility of protecting self-employed small freight transporters
through labor law



労働法で貨物軽自動車運送自営業者を保護する可能性
53

金等の収入「によって生活する」としている。このよう
に，労組法上の「労働者」概念は，労働関係の存在を前提
としない点に特徴がある。

さらに，労組法においては，「賃金」だけでなく，「これ
に準ずる収入」をも含んであることからして，労組法上の

「労働者」概念は，労基法・労契法上の「労働者」概念よ
り広いもの解されている10)。

2.2 貨物軽自動車運送自営業者の現状
貨物軽自動車運送事業者数は増加傾向にあり，国土交通

省関東運輸局管内のデータによれば，2016年度の事業者数
が63,255者に対し，2020年度は，85,219者となっている。

 

近年，貨物軽自動車事業者数と車両数が接近しており，
貨物軽自動車事業に従事する個人事業主が増加しているこ
とが窺われる12)。

貨物軽自動車運送事業者の就労実態については，国土交
通省が2023年3月に初めて実態調査13)を実施した。同調査
によると，1日の平均労働時間は，8時間以下が41％，9～
10時間が18％である一方，11時間～12時間が21％，13時間
以上は計21％を占めていた。また，1日あたりの配達個数
は，通常期には100個未満が53％で，200個以上は11％で
あったが，繁忙期には200個以上が26％にのぼった。

2018年には，働き方改革を推進するための関係法令の整
備に関する法律（平成三十年法律第七十一号）が成立し，
その一環として労基法36条が改正14)され，時間外労働の上
限規制が導入された。一般的な業種の年間720時間とされ
るのに対し，運送事業の運転従事者の場合は年間960時間
となった。一般的な業種に対して上限時間が高いが，改正
前の「36協定による時間外労働は青天井15)」という状況か
ら見ると，上限時間が明文化された意義は大きい。上記変
更に伴い，自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

（平成元年労働省告示第7号16)，以下「改善基準」という。）
も改正された。もっとも，改善基準の規制内容は貨物軽自
動車運送事業者に雇用される運転手には適用されるが，前
述のとおり，貨物軽自動車運送事業者の多くは個人事業主
に該当するため，改善基準が直接適用されることはない。

ただし，国土交通省の「貨物自動車運送事業輸送安全規
則第三条第四項の規定に基づく事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準17)（以下「国交省基準」と
いう。）」には，厚生労働省の「改善基準」とすると旨の記
載がある。したがって，国交省基準によって貨物運送事業
者の個人事業主にも厚生労働省の「改善基準」の内容が及

ぶことになると解される18)。もっとも，改善基準が直接適
用される運転手を雇用する事業主に罰則が適用されること
や労働基監督官による査察がある点が大きく異なる。

3. 労働者性に関する判例・裁判例

3.1 労基法上の「労働者」に関する判例～横浜南労基署
    （旭紙業）事件19)～
3.1.1 事件の概要

本件は，自己所有のトラックを旭紙業株式会社（訴外会
社，以下「旭紙業」という。）に持ち込み，運送業務に従事
していた運転手（上告人）が，運送品の積込作業中の事故
により負傷した事案である。運転手は，事故による療養と
休業について労災保険法所定の療養補償給付等の支給を労
働基準監督署に請求したところ，所轄労働基準監督署長

（被上告人）は，運転手が労災保険法上の労働者に該当しな
いとして不支給処分を行った。そこで運転手は，当該処分
の取消しを求めて訴訟を提起した。本件の主な争点は，運
転手が労災保険法上の「労働者」に該当するか否かである。
3.1.2 判旨

本判決は，一審判決20)，二審判決21)と同様に，労災保険
法上の労働者概念は労基法上の労働者概念と同一であるこ
ととした上，二審（原審）と同様の判断基準を用いて，

「上告人は，業務用機材であるトラックを所有し，自己の
危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上，
旭紙業は，運送という業務の性質上当然に必要とされる運
送物品，運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には，
上告人の業務の遂行に関し，特段の指揮監督を行っていた
とはいえず，時間的，場所的な拘束の程度も一般の従業員
と比較してもはるかに緩やかであり，上告人が旭紙業の指
揮監督下で労務を提供していたと評価するには足りないも
のといわざるを得ない。」と判示した。また，「上告人は，
専属的に旭紙業の製品の運送業務に携わっており，同社の
運送係の指示を拒否する自由はなかったこと，毎日の始業
時刻及び終業時刻は，右運送係の指示内容のいかんによっ
て，事実上決定されることになること，右運賃表に定めら
れた運賃は，トラック協会が定める運賃表よりも一割五分
低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余
の事実関係を考慮しても上告人は，労働基準法上の労働者
ということができず，労働災害補償保険法上の労働者にも
該当しないというべきものである。」と結論付けた。

3.2 労組法上の「労働者」に関する判例～INAXメンテ
     ナンスサービス事件22)～
3.2.1 事件の概要

本件は，貨物軽自動車運送自営業者の事例ではないもの
の，労務供給を行う場所が使用者の目前ではなく，外部で
行う点が貨物軽自動車運送自営業者の労務供給の実態と類
似しており，貨物軽自動車運送自営業者も判例の射程に含
まれると考えている。本件は，住宅設備機器の修理補修等

表 1　貨物軽自動車運送事業者数の推移 11)
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われたもの2件，未払い賃金や年金の請求に関するもの4
件，労働（雇用）契約の成立が争われたもの6件，運送業
務に使用する車輌代等の控除が不当控除にあたるかが争わ
れたもの3件である。これらの裁判例は労基法上の労働者
性を中心としているが，労契法上の労働者概念も「事業」
に使用される点を除けば労基法と同一と解される27)（同法
成立前の裁判例も同様のものと考えられる）。そのため，
本稿ではいずれの裁判例も取り上げ検討した。

を業とする会社（被上告人）と，同社と業務委託契約を締
結し修理・補修等の業務に従事する者（同社の内部におい
てカスタマーエンジニアと称されていた。以下「CE」と
いう。）によって組織される労働組合（補助参加人）との
間で生じた紛争である。CEらが2004年9月，労働条件変更
に際して事前協議などを求め団体交渉を申入れたところ，
会社側はCEが同社の労働者には当たらないとしてこれを
拒絶した。CE側は救済申立を行い，大阪府労働委員会は
会社の対応を不当労働行為に当たるとして救済命令23)を発
した。会社による再審査申立てに対し，中央労働委員会

（裁決行政庁，以下「中労委」という。）もこれを棄却し救
済命令24)を維持したため，会社（原告）側は，国・中労委

（被告）を相手取り，当該救済命令の取消を求めて提訴し
た。本件の主な争点は，CEが労組法上の「労働者」に該
当するか否かである。
3.2.2 判旨

第一審25)は，国・中労委の主張を認めたため，会社側が
控訴した。国・中労委（上告人）は，CEは労組法上の労
働者に当たらないとする会社（被上告人）の主張を認めた
控訴審判決26)の取消しを求めて上告した。

最高裁は，まず，CEが会社の「事業の遂行に不可欠な
労働力として，その恒常的な確保のために会社の組織に組
み入れられて」いた点を指摘し，CEが個別の依頼内容を
変更する余地がないことより，「会社がCEと間の契約内容
を一方的に決定していた」ことを認定した。また，報酬に
ついても，会社が修理・補修内容に応じて定めた金額に
CEのランクごとの料率を乗じ，さらに時間外手当相当額
を加算する方法で支払っていたことから，「労務の提供の
対価しての性質を有する」と判断した。さらに，業務依頼
に対するCEの承諾拒否がほとんどなかったことから，「CE
は，基本的に会社からの個別の修理依頼等に応ずべき関係
にあった」とするのが相当とした。加えて，会社のブラン
ドイメージを損なわないように各種のマニュアルの提供を
受け，その内容に従って業務の遂行を求められていたこと
などを踏まえ，「CEは会社の指定する方法に従い，その指
揮監督の下に労務の供給を提供し，場所的・時間的にも一
定の拘束を受けていたものということができる」とした。

以上の事情を総合考慮すれば，CEは会社との関係にお
いて労組法上の労働者に当たるとして，最高裁は控訴審判
決を破棄し，一審判決を支持した。

3.3 労働者に関する下級審裁判例
3.3.1 労基法・労契法上の労働者が争われた事例

旭紙業事件のほか，貨物軽自動車運送自営業者および就
労実態が類似する傭車運転手・バイシクルメッセンジャー
の労働者性が争われた裁判例を37件取り上げる。内訳
は，労災保険法上の労働者性が争われたもの6件，安全配
慮義務（現行労契法5条）が争われたもの2件，契約解除が
解雇権の濫用（現在労契法16条・17条1項）にあたるのか
が争われたもの14件，運送代金が賃金債権にあたるかが争

表 2　本稿対象の労基法・労契法上の労働者の裁判例 28)
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年の2件の最高裁判決以前は，使用従属性と報酬の賃金性
を主たる判断基準としていたためである。

しかし，2011年の2件の最高裁判決降は，事例判断であ
るとはいっても，最高裁が労組上の「労働者」性を労基法
上の「労働者」とは異なる観点から，すなわち事業への組
み入れを重視して判断した影響もあり，その後の裁判例で
も同様に事業への組み入れを重視する判断が下された。

4. 「労働者」概念に関する解釈

4.1 「労働者」概念に関する行政上の解釈
4.1.1 労働基準法研究会報告書33)

1982年5月に労働省（現厚生労働省）は，労働大臣の私
的諮問機関である労働基準法研究会で労基法上の労働者性
に関する調査研究を開始し，その結果を1985年に報告書
として公表した。以下では，この報告書の内容を整理する。
4.1.2 労働基準法の「労働者」判断基準34)

60年報告では，多数説，裁判例等にて用いられてきた具
体的判断基準をもとにして，「使用従属性」を判断の中心
概念として位置づけたうえで，①仕事の依頼・業務従事の
指示等に対する諾否の自由の有無，②業務上の指揮監督の
有無，③業務遂行に伴う拘束性の有無を判断要素としてい
る。
4.1.3 労使関係法研究会報告35) 

2010年11月から，労使関係法研究会において，労基法や
労契法上の労働者性との異同等を含む多様な課題があるこ
とを認識しつつ，労組法上の労働者性の判断基準等の検討
を開始した。2011年4月に，労組法上の労働者性が争われ
た事例について最高裁判所が一定の判断を示したものの，
個別の事例判断にとどまったこともあり，労組法の趣旨・
目的，制定時の立法者意思，学説，労働委員会命令・裁判
例等を踏まえ，労働者性の判断基準等を示した。その結
果，同研究会による報告書が2011年7月に公表された。
4.1.4 労組法上の「労働者」判断基準36) 

同研究会は，労組上の労働者の判断要素として以下の要
素を提示した。まず，基本的判断要素として，①事業組織
への組み入れ，②契約内容の一方的・定型的決定，③報酬
の労務対価性をあげる。次に，補充的判断要素として，④
業務の依頼に応ずべき関係，⑤広い意味での指揮監督下の
労務提供，一定の時間的・場所的拘束をあげる。さらに，
消極的判断要素として，⑥顕著な事業者性をあげている。

4.2 「労働者」性に関する学説
4.2.1 労基法上の「労働者」性に関する学説
①使用従属性を重視する立場

菅野教授は，労働者性の判断基準について，労基法9条
が定める「使用されて労働し，賃金を支払われる」者とし
ての「労働者」に該当するか否かであるとする。そして，

「傭車運転手」のように特定企業に専属的に労働力を提供
している実質を有する場合には，契約の形式にかかわら

3.3.2 労基法・労契法上の労働者性に関する判断要素
上記裁判例において「労働者」性を判断するにあたって

使用された基準は，次の二つに大別される。すなわち，①
使用従属性と報酬の賃金性を重視する基準，②非事業者性
を重視する基準である。また，これらの判断基準は，旭紙
業事件の最高裁判決が確定される以前と以後では，幾分異
なっていると考えられる。

それは，1980年代および1990年代に入って旭紙業事件最
高裁判決が下される前には，使用従属性と報酬の賃金性を
判断基準として使用したものと，非事業者性を判断基準と
して使用したものが，それぞれ同数近く存在していた。

しかし，旭紙業事件最高裁判決29)以降は，事例判断であ
るとはいっても最高裁が初めて「労働者」性を認定した意
義が大きく，その後の裁判例においても使用従属性を重視
する判断基準が主流となっている。これは，同判決が依拠
したとみられる60年報告30)と同様の理解が多いといえる。
3.3.3 労組法上の労働者が争われた事例

貨物軽自動車運送自営業者について，労組法上の労働者
性が直接争われた裁判例は今のところ存在しない。そこ
で，本稿では，就労実態がこれに類似する運送従事者であ
る傭車運転手の労組法上の労働者性が争われた事件を取り
上げる。また，同様に就労実態が類似する運送従事者の事
例としてバイシクルメッセンジャーの労組法上の労働者性
が争われたソクハイ事件を検討し，加えて，裁判例ではな
いものの，労働委員会命令の例として，ウーバーイーツ配
達員に関する事例も取り上げる。

 

3.3.4 労組法上の労働者性に関する裁判例の判断要素
上記裁判例において，労組法上の「労働者」性を判断す

るにあたって使用された判断基準は，次の二つに大別され
る。それは，使用従属性（指揮監督下の労務提供・報酬の
労務対償性）を重視する基準と，事業への組み入れを重視
する基準である。上記表は，これまで取り上げてきた裁判
例がどちらの判断基準に基づいて「労働者」性を判断した
のかを区別したものである。また，上記裁判例の判断基準
は，2011年の2件の最高裁判決32)が確定される以前と以後
では，幾分異なっているように考えられる。それは，2011

表 3　本稿対象の労組法上の労働者の裁判例 31)
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になった46)。
③経済的従属性と使用従属性を複合的に判断する立場

これは，労組法上の労働者について，「経済的従属性」
を基本としつつ，「賃金労働者に準ずる者」である以上，
使用従属性を示す要素も考慮して総合的に判断すべきとす
る立場である。労組法3条は，労働組合による団体交渉を
助成するため，同法の保護を及ぼすべき者をいかに確定す
るかという観点から定義されたものと解される47)。
　この立場は，事業組織への組入れ，契約内容の一方的決
定，報酬の労務対償性を主たる要素として，諾否の自由の
有無，指揮命令関係，事業者性を補完的な要素とする。

5. 貨物軽自動車運送自営業者の法的保護の
    在り方

5.1 現行の法令上での対応
5.1.1 労基法・労契法・労組法上の労働者の労働者性の拡張

労基法・労契法上の労働者を規定する条文は，「使用者
に使用されて労働し，賃金を支払われている者（労基法9
条・労契法2条1項）」を「労働者」として規定し，使用者
の「指揮監督下の労働」をメルクマールとしている。

さらに，60年報告は，多数の学説，裁判例等にて用いら
れた種々具体的判断基準をもとにして，「使用従属性」を
判断の中心概念として位置づけ，仕事の依頼，業務従事の
指示等に対する諾否の自由の有無，業務上の指揮監督の有
無および拘束性の有無を判断要素として提示している。

この60年報告の判断要素は，横浜南労働基準監督署（旭
紙業）事件48)以降の労基法上の労働者性に関する裁判例に
おいても採用され，現在では通説49)となっている。

通説をそのまま貨物軽自動車運送自営業者の就業実態に
適用すると，問題が生じる。すなわち，「運転手に対して
運送先，運送先での到着時刻以外に運送経路，運送速度等
の細かな指示を行なうこと少なく，ましてや通常の労働者
のように始業・終業時刻で拘束することは稀であり，ま
た，報酬も出来高で支払うのが通常であるので，これらの
特徴を60年報告の基準に当てはめると労働者性を比較的狭
く解するようになる50)」という点が問題となる。

2023年12月，厚生労働省は「貨物軽自動車運送事業の自
動車運転者に係る労働者性の判断事例について51)」を公表
した。その中では，「先般，業務委託契約を締結し，個人
事業主とされていた貨物軽自動車運送事業の自動車運転者
から労災請求がなされた事案において，労働基準監督署に
よる調査の結果，当該自動車運転者が労働基準法上の「労
働者」に該当すると判断されたものがありました。」と
し，貨物軽自動車運送自営業者が労災認定されている事例
が発生していると指摘している。このように，現行の労基
法・労契法の範囲においても貨物軽自動車運送自営業者の
労働者性が認められる事例が存在することを厚生労働省が
公表した点は，極めて意義深いと考えている。

貨物軽自動車運送自営業者に関する労基法・労契法上

ず，労働関係の実態として事業に使用され，賃金が支払わ
れていると認められれば，そのような労働関係には労働法
上の強行的な規制が及ぶべきであると指摘している37)。
②相対的な労働者概念とする立場

下井教授は，労基法上の労働者に関するグレーゾーン事
例について，「使用従属関係」の性格が多かれ少なかれ存
在することを前提にして，適用が問題と問われているルー
ル・制度の目的･趣旨に応じて相対的に「労働者性」を判
断すべきであるとしている38)。
③経済的従属性を重視する立場

西谷教授は，「労働者性」を指揮命令関係の存否にウェ
イトを置いて判断する手法が適切なのかを再検討する必要
があるとする。こうした判断基準では，経済的には労働者
と同様の保護を必要とするものの，指揮命令関係が希薄な
者を「労働者」でないものとして扱う結果となると指摘す
る39)。
④その他の立場

当事者の意思を重視すべきとする柳屋教授の見解40)のほ
か，労基法・労契法・労組法上の「労働者」を統一的に捉
えるべきであるとする橋本教授41)や川口教授42)の立場もあ
る。
4.2.2 労契法上の「労働者」性に関する学説
①労基法上の労働者と同一とする立場

労基法上の「労働者」の定義規定と労働契約法上の「労
働者」の定義規定はほぼ同じ内容であるため，労基法にお
いて用いられてきた労働者性の判断基準は，労働契約法に
も妥当すると考えられる。そして，その立場に立つ多数説
は，労基法と同様に「使用従属性」に基づいて労働者性を
判断すべきであるとする43)。
②労契法上の労働者は独自の概念とする立場

これは，労契法上の労働者は労基法上の労働者の範囲よ
り広いと理解する立場である。すなわち，両法の規制内容
や法的性格の相違を踏えれば，同一に解する必然性はな
く，むしろ，「労契法の契約保護の趣旨に沿って適用範囲
＝労働者性を理解するのが適切」という考え方である44)。
4.2.3 労組法上の「労働者」性に関する学説
①労働の経済的従属性を重視する立場

この立場は，労組法の性格を憲法28条の団結権保障を
具体化する法として捉え，憲法28条にいう「勤労者」を
労働者と同一の概念とみる。したがって，労組法上の労
働者の範囲は，労働基本権保障の趣旨との関連から判断
される45)。
②労働の使用従属性を重視する立場

これは，労組法上の労働者について，「賃金等によって
生活する者」と定義されていることや，団体交渉が「労
働契約上の処遇」に関する交渉である点に着目し，「使用
従属関係」の有無を重視して判断すべきとする立場であ
る。過去にも労基法（労契法）の労働者概念と同一視と
するものがあった。しかし，前述の労基法の労働者に関
する60年報告の公表以後は，使用従属性を重視するよう
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5.2 フリーランス新法の規定の参考
5.2.1 フリーランス新法の概要

フリーランス新法は，業務委託の相手方である事業者で
あって従業員を使用しない個人また法人である特定受託事
業者と，発注側である（特定）業務委託事業者との間の

「業務委託」に係る取引に適用されるものであり，事業者
間（BtoB）における委託取引が対象となっている58)。

本稿の対象である貨物軽自動車運送自営業者は，業務委
託の相手方である事業者であって，従業員を使用しない個
人（フリーランス新法2条1項1号），または従業員を使用
せず，かつ，その代表者以外に他の役員がいない法人（フ
リーランス新法2条1項2号）にあたるためフリーランス新
法の特定受託事業者または特定受託業務従事者に該当する
ものと考えている。
5.2.2 特定受託事業者の就業環境の整備（第3章）

フリーランス新法の第3章のうち，本稿に関連する16条
中途解除等の事前予告および理由の開示を取り上げる。
①中途解除等の事前予告

一定期間継続する取引において，特定業務委託事業者が
契約の中途解除や不更新を特定受託事業者にあらかじめ知
らせる場合には，特定受託事業者が次の取引へ円滑に移行
できるようにすることを目的として，特定業務委託事業者
は，継続的業務委託に係る契約を中途解除したり，更新し
ないこととしたりする場合には，特定受託事業者に対し，
解除の日または契約の満了日の少なくても30日前まで
に，その旨を予告しなくてはならないとしている（フリー
ランス新法16条1項）。
②理由の開示

契約解除等の予告を受けた場合に，特定受託事業者が契
約の存続に向けた交渉を行う機会を確保するとともに，特
定業務委託事業者とのトラブルを回避する観点から，フ
リーランス新法では，予告の日から契約満了までの間に，
特定受託事業者が契約の中途解除や不更新の理由の開示を
請求した場合には，特定業務委託事業者は，これを開示し
なければならないと定められている（同条2項）。
③違反した場合の対応

フリーランス新法の第3章は，厚生労働省が管轄してい
る。同法の規定に違反した事業者に対しては，当該規定に
係る章を所管する省庁が助言，指導，報告徴収・立入検
査，勧告，公表，命令をすることができるものとしてい
る。命令違反，検査拒否等については50万円以下の罰金に
処するとし，また，法人両罰規定もある。
5.2.3 フリーランス新法と労働法令との関係
①労基法との関係

労基法との関係については，フリーランス新法は「契約
形式上は本法の特定受託事業者であっても，実質的に労基
法上の労働者と判断される場合には労働基準関係法令が適
用され，本法は適用されない59)。」と定める。したがっ
て，労基法上の労働者に該当すると認められる場合には，
フリーランス新法よりも労基法が優先して適用される60)。

の労働者性について厚生労働省が公表したものと同様で
あったとしても，「雇用保険には，被保険者資格を確認す
る制度があります52)。ところが労災保険について言うと
労働者性について事前に確認できる制度が実際にはあり
ません53)。」というのが現状である。すなわち，労災保険
が適用されるには，実際に労災が発生し，労災申請を行
う必要があるうえ，申請された案件が必ずしも労災とし
て認定されるわけではなく，この点において，予見性が
ないと考えられる。

労組法上の労働者は，労基法・労契法の判断基準である
「使用従属性」ではなく，事業組織への組入れや契約内容
の一方的な決定等の要素を重視する基準によって判断され
る。このため，労基法・労契法上の労働者の労働者性の判
断基準とは異なる結論が導かれる場合54)があり，係争事案
によっては，以下のような事態が発生している。

例えば，ソクハイ事件55)においては，バイシクルメッセ
ンジャーが労基法上の労働者であるとの主張を行ったがそ
れは棄却された。一方，会社側が主張したバイシクルメッ
センジャーが労組法上の労働者には該当しないとの主張も
退けられ，労組法上の労働者性は認められた。

すなわち，労基法・労契法上の労働者に該当しないもの
の，労組法上の労働者ではあると認められる事案が発生し
ている。反対に，労基法・労契法上の労働者が認められな
がら，労組法上の労働者とは認められなかった事例はこれ
まで確認されていない。これを踏まえると，労組法上の労
働者概念は，労基法・労契法上の労働者概念より十分に広
く，これ以上拡張する必要はあまりないと考えられる。
5.1.2 労災保険の特別加入制度の利用に関する検討
①制度の趣旨

「業務の実情や災害の発生状況等に照らし，実質的に
労基法の適用のある労働者に準じて保護を与えるにふさ
わしい者につき，任意加入ではあるが労災保険制度の適
用及ぼす56)」ことが適当と考えられる者について，労災
保険法は，1965年11月以来，特別加入制度を設けている。
これにより，「労働者」に該当しない一定の者でも，労災
保険への任意加入とその適用を受けることが認められて
いる57)。
②運送事業についての加入の範囲

自動車を使用して行う旅客・貨物の運送事業，または原
動機付自転車・自転車による貨物運送事業（個人タクシー
業者・個人貨物運送業者等）が特別加入の対象とされる。
③運送事業における給付の範囲

運送事業における労災保険の給付は，運送中およびそれ
に付随する作業中に発生した災害に限られる。例えば，通
勤災害は給付対象外とされる。
④保険料の負担

被用者（労働者）の場合，労災保険料は使用者である事
業主が全額負担する。他方，特別加入制度の場合は任意加
入であり，保険料は加入者本人が全額負担となる。
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心とする判断枠組みが継続して用いられている点があげら
れる。この判断枠組みを発注者（使用者）の目前で労務提
供をしない貨物軽自動車運送自営業者等の運転手に適用す
ると，労基法上の労働者性が否定されやすい傾向にある64)

ことは，指摘のとおりである。
一方，労組法上の労働者性が認められるハードルは，労

基法上の労働者性に比べて低いと考えられる。発注者の目
前で労務を提供していないカスタマーエンジニアについて
労組法上の労働者性を認めたINAXメンテナンス事件最高
裁判決を踏まえると，貨物軽自動車運送自営事業者も労組
法上の労働者に該当する可能性は高い。また，「自らの労
組法上の労働者性を検討し，労働組合を結成するなどして
地位の向上に努めるべき65)」との指摘もある。

この観点からすれば，貨物軽自動車運送自営業者が労働
組合を結成・加入し，発注者を労組法上の使用者として団
体交渉を申し入れすることは可能である。もっとも，労組
法上の労働者性が認められ，就業先には団体交渉義務が生
じるものの，「仮に労組法上の労働者性が認められて確定
しても，現実の交渉はなかなか上手くいっていません（ソ
クハイユニオン，NHK集金業務の労組など）66)。」との指
摘があるように，実行的な交渉には別の高いハードルが存
在する。

さらに，労基法上の労働者概念と労組法上の労働者概念
に共通しているのは，「『労働者』の概念という問題は，多
様な現実に対応しようとすれば判断基準に明確性を欠き，
性急に明確な判断基準を求めると現実的必要性をそぎ落し
かねないというディレンマを抱えている67)」という問題が
生じていることである。

第三に，4.より，行政が示した労働基準法研究会報告書
および労使関係法研究会報告書を検討し，労基法，労契法
および労組法上の「労働者」概念をめぐるわが国の学説の
状況を整理した。その結果，行政が公表した報告書が裁判
例や学説に一定の影響を及ぼしている一方で，学説は，労
基法，労契法および労組法上の労働者については，多様な
立場が併存し，一致した見解には至っていないことが明ら
かとなった。

第四に，5.より，貨物軽自動車運送自営業者が自ら労災
申請を行ったとしても，労災認定には時間を要し，かつ結
論の予見可能性が乏しいことが明らかとなった。したがっ
て，貨物軽自動車運送自営業者の労災や安全衛生面の確保
については，労災保険法33条に基づく一人親方等の特別加
入制度の利用を促進すべきであると考える。ただし，特別
加入制度は労災保険料を自ら負担しなければならず，この
点が加入率低い要因となっているという問題68)もある。

また，貨物軽自動車運送自営業者は，フリーランス新法
上の特定受託事業者または特定受託業務従事者に該当し得
る存在であり，明確に「労働者」とは位置づけ難い労務供
給者について，同法は労基法の解雇予告義務に類似する契
約解除の予告義務（フリーランス新法16条）を法定化して
いる。この制度を積極的に活用すべきである。

②労組法との関係
労組法との関係については，「フリーランスが本法の適

用を受ける場合であっても，労組法上の労働者に該当する
場合には，労組法の適用は排除されない61)。」とされてい
る。これは，フリーランス新法上の特定受託事業者の中に
は，労組法上の労働者に該当する場合があることを示して
いる。
5.2.4 フリーランス新法の評価

フリーランス新法については，「フリーランスの『無権
利状態』を部分的に解消するものであるから，一定の評価
が可能である。しかも，フリーランス新法の『特定受託業
務従事者の就業環境の整備』については，労働法的，社会
法的な整備が図られたものとすることもできる62)。」とす
る見解や「課題の多い法律であるが，ないよりはずっと良
い法律であることは間違いない。この法律を生かすも殺す
も，今後の活用・運用次第である63)。」とする指摘がみら
れる。

前述のとおり，貨物軽自動車運送自営業者は，フリーラ
ンス新法上の特定受託事業者または特定受託業務従事者に
該当するものと考えられる。明確に労働者とまではいえな
い者に対して，同法は労基法の解雇予告義務に類似する契
約解除の予告義務（同法16条）を法定化し，さらにその履
行を担保するものとして厚生労働大臣が違反する特定業務
委託事業者に対し，その違反を是正し，または，防止する
ために必用な措置を勧告することができると定めている。

貨物軽自動車運送自営業者が契約解除の場面でこれまで
無権利状態に置かれていたことを踏まえると，この勧告措
置は，従来にない強力な法的制度であると高く評価し得る。

6. 結論

本稿の検討結果を次のとおりまとめる。
第一に，近年の貨物軽自動車事業者数は，2.2で述べた

とおり増加しており，かつ，貨物軽自動車事業者数と車両
数がほぼ同水準に近づいていることから，貨物軽自動車運
送自営業者が増加していると考えられる。また，貨物軽自
動車運送自営業者の就労実態をみても，1日8時間を超えて
働く者が約6割，1日の配達個数が100個を超える者が半数
近くに上るなど，多くの貨物軽自動車運送自営業者が，大
手宅配業者やECサイト等の多数の配達貨物を有する者の
下請等として，ほぼ終日従事していることが窺える。それ
らの点を踏まえると，大手宅配業者に雇用される労働者と
比較しても，業務量や事実上の拘束度合には大きな差がな
いことが明らかである。

第二に，3.より，貨物軽自動車運送自営業者を労基法上
の労働者として保護することのハードルが極めて高いこと
が裁判例から明らかになった。特に横浜南労基署長（旭紙
業）事件の最高裁判決以降は，労基法上の労働制が認めら
れた事例はほとんどみられない。その理由として考えられ
るのは，同判決が依拠した60年報告の「使用従属性」を中



労働法で貨物軽自動車運送自営業者を保護する可能性
59

等の改善のための基準」とするとの記載がある。
18)	 同様の趣旨　全日本トラック協会『解説　トラック運

転者の改善基準告示　―2024年4月適用―　』の3頁に
は，「労働者に該当しない個人事業主は，直接，改善基
準告示の対象ではありませんが，国土交通省が告示で
定める基準により，実質的に改善基準告示の遵守が求
め ら れ ま す。」 と あ る。https://jta.or.jp/pdf/kaizen/
kaizen_text.pdf　2024年12月2日閲覧。

19)	前掲注9。
20)	横浜地判平成5・6・17労判643号71頁。
21)	東京高判平成6・11・24労判714号16頁。
22)	国・中労委（INAXメンテナンス）事件最判平成23・

4・12労経速2105号3頁，判時2117号139頁等。
23)	大阪府労委命令平成18・7・21別冊中労時1351号25頁。
24)	中労委命令平成19・10・3別冊中労時1360号21頁。
25)	国・中労委（INAXメンテナンス）事件　東京地判平成

21・4・22労判982号17頁。
26)	国・中労委（INAXメンテナンス）事件　東京高判平成

21・9・16労判989号12頁。
27)	菅野・山川前注7)204頁。
28)	筆者作成。
29)	前掲注9。
30)	前掲注3。
31)	筆者作成。
32)	国・中労委（INAXメンテナンス）事件前掲注21，国・

中労委（新国立劇場運営財団事件）最判平成23・4・12
労経速2105号8頁，判時2114号3頁等。

33)	前掲注3。
34)	前掲注3　53頁以下。
35)	労使関係法研究会報告書（2011年7月25日）。
36)	前掲注35　10～11頁。
37)	 菅野・山川前注7)204～213頁。
38)	 下井隆史『労働基準法〔第5版〕』（有斐閣・2019）26～

35頁。
39)	西谷敏『労働法〔第3版〕』（日本評論社・2020）29～35

頁。
40)	柳屋孝安『現代労働法と労働者概念』（信山社・2005）

313～373頁。
41)	 橋本陽子『労働者の基本概念―労働者性の判断要素と

判断方法』（弘文堂・2021年）360～399頁。
42)	川口美貴『労働者概念の再構成』 （関西大学出版部･2012） 

397頁。
43)	菅野・山川前注7)204頁等。
44)	 西谷ほか編　別冊法セミ263『新基本法コンメンタール

労働基準法・労働契約法［第2版］』毛塚勝利　日本評
論社。2020）352頁。

45)	川口美貴「労働組合法上の労働者と理論的課題」労委
労協641号（2009）2頁。野田進「就業の『非雇用化』
と労組法上の労働者性」労旬1679号（2008）6頁等。

46)	土田道夫「『労働組合法上の労働者』は何のための概念

以上より，現行の労働法体系においても，貨物軽自動車
運送自営業者に対して一定の保護を及ぼすことは可能であ
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